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ワンポイント

6 2024（令和6年）

日本標準産業分類の改定
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付�
� 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知�
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）�7月1日
国　税／10月決算法人の中間申告�
� 7月1日
国　税／�7月、10月、1月決算法人

の消費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 7月1日

地方税／�個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）� �
� 市区町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市区町村
役場から通知が届いた場合）�
� 7月1日

　総務省が定める、統計の相互比較性と利用の向上を図る目的で
設定された統計基準。税制でも非上場株式の株価計算や消費税の
簡易課税制度などの業種判定で利用されるもので、今年4月から
業種の細分類項目に「食料品スーパーマーケット」や「介護医療院」
を新設するなどの改定が行われています。



6 月号─2

　

日
本
で
は
、
高
齢
化
社
会
の
進
展

に
伴
い
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、少
子
化
・

人
口
の
減
少
に
伴
っ
て
、
働
き
手
の

減
少
も
同
時
に
進
行
し
て
い
ま
す
。

　

仕
事
と
介
護
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
く
、
介
護
の
必
要
な

家
族
を
抱
え
る
労
働
者
は
、
仕
事
を

続
け
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を

抱
え
、
介
護
離
職
の
リ
ス
ク
に
直
面

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
と

介
護
離
職
の
防
止
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。

一　

介
護
離
職
の
現
状

㈠　

介
護
を
必
要
と
す
る
人

　

65
歳
以
上
の
要
介
護
者
等
数
は
増

加
し
て
お
り
、
特
に
75
歳
以
上
で
割

合
が
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
版
「
高
齢
社
会
白
書
」

（
内
閣
府
）
に
よ
る
と
、
介
護
保
険

制
度
に
お
け
る
要
介
護
又
は
要
支
援

の
認
定
を
受
け
た
人
は
、
令
和
２
年

度
で
６
６
８
・
９
万
人
と
な
っ
て
お

り
、
平
成
22
年
度
（
４
９
０
・
７
万

人
）
か
ら
１
７
８
・
２
万
人
増
加
し

て
い
ま
す
。

㈡　

介
護
離
職
の
動
向

　

近
年
、
離
職
者
の
中
で
介
護
を
理

由
と
す
る
割
合
は
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　

令
和
４
年
「
雇
用
動
向
調
査
」（
厚

生
労
働
省
）
に
よ
る
と
、「
介
護
・

看
護
」
を
理
由
と
す
る
離
職
者
の
割

合
は
全
離
職
者
の
０
・
９
％
で
す
が
、

年
齢
階
級
別
に
み
る
と
50
歳
代
以
上

に
お
い
て
「
介
護
・
看
護
」
を
理
由

と
す
る
離
職
者
の
割
合
が
高
ま
り
、

特
に
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
高
く
な

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
（
55
歳
〜
59
歳

の
男
性
は
２
・
６
％
、
女
性
は
５
・

４
％
）。

二　

公
的
な
支
援
制
度

㈠　

介
護
休
業
制
度

　

仕
事
を
辞
め
る
こ
と
な
く
、
働
き

な
が
ら
要
介
護
状
態
の
家
族
の
介
護

等
を
す
る
た
め
、
育
児
・
介
護
休
業

法
に
介
護
休
業
等
の
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
制
度
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

※
　
要
介
護
状
態
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
状
態
区

分
が
要
介
護
２
以
上
で
あ
る
場
合
の

ほ
か
、
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
２
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
介

護
が
必
要
な
状
態
の
と
き
に
は
介
護

休
業
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・　

介
護
休
業
…
要
介
護
状
態
に
あ

る
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
通
算
93

日
ま
で
、
３
回
を
上
限
と
し
て
分

割
し
て
休
業
を
取
得
可
能

・　

介
護
休
暇
…
通
院
の
付
き
添

い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
手

続
き
な
ど
を
行
う
た
め
に
、
年
５

日
（
対
象
家
族
が
２
人
以
上
の
場

合
は
年
10
日
）ま
で
取
得
可
能

・　

そ
の
他
…
所
定
外
労
働
の
制
限

（
残
業
の
免
除
）、
時
間
外
労
働
の

制
限
（
１
か
月
24
時
間
、
１
年

１
５
０
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
を
制
限
）、
所
定
労
働
時
間
短

縮
等
の
措
置
な
ど

　

ま
た
、
介
護
休
業
な
ど
の
制
度
の

申
出
や
取
得
を
理
由
と
し
た
解
雇
な

ど
不
利
益
な
取
扱
い
が
禁
止
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
し
ま
す
。

㈡　

介
護
休
業
給
付
金

　

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
が
、
要
介

護
状
態
に
あ
る
家
族
を
介
護
す
る
た

め
に
介
護
休
業
を
取
得
し
た
場
合
、

一
定
要
件
を
満
た
し
た
と
き
に
、
介

護
休
業
期
間
中
に
休
業
開
始
時
賃
金

月
額
の
67
％
を
上
限
に
介
護
休
業
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

三　

企
業
に
よ
る
支
援
等

　

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
の
際
、

次
の
５
つ
の
取
組
を
実
施
し
て
い
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

㈠　

労
働
者
の
仕
事
と
介
護
の
両
立

に
関
す
る
実
態
把
握

　

労
働
者
が
抱
え
て
い
る
介
護
の
有

無
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
必
要
な

自
社
の
介
護
休
業
な
ど
の
制
度
や
公

的
な
介
護
保
険
制
度
な
ど
の
理
解
度

に
関
す
る
現
状
を
、
主
に
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
把

握
し
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（「
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
〜
両

仕事と介護の両立
（介護離職の防止）
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立
に
向
け
て
の
具
体
的
ツ
ー
ル
〜
」

の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
）
に
、
具
体

的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
の
例
な
ど
が
掲
載

さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

㈡　

制
度
設
計
・
見
直
し

　

実
態
把
握
を
踏
ま
え
て
、
介
護
休

業
な
ど
自
社
の
両
立
支
援
制
度
を

「
法
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る

か
」、「
従
業
員
に
周
知
さ
れ
て
い
る

か
」、「
利
用
要
件
が
わ
か
り
や
す
い

か
・
利
用
手
続
き
が
煩
雑
で
な
い

か
」、「
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

て
い
る
か
」
な
ど
の
観
点
か
ら
点
検

し
、
課
題
が
あ
れ
ば
見
直
し
ま
す
。

　

介
護
休
業
制
度
は
、
休
業
の
分
割

取
得
（
平
成
29
年
１
月
施
行
）
や
有

期
雇
用
労
働
者
の
取
得
要
件
の
緩
和

（
令
和
４
年
４
月
施
行
）
な
ど
、
育

児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
に
よ
り
内

容
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
社

内
規
定
も
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
か
を
再
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

　

そ
の
ほ
か
、
介
護
が
終
了
し
た
後

も
適
切
な
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
が
で
き

る
よ
う
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の

支
援
を
す
る
な
ど
、
長
期
的
に
見
た

設
計
・
支
援
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

㈢　

介
護
に
直
面
す
る
前
の
労
働
者

へ
の
支
援

　

従
業
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護

の
両
立
に
関
す
る
心
構
え
や
基
本
的

な
情
報
を
、
社
内
研
修
の
実
施
や

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
な
ど
に
よ
り

提
供
し
ま
す
。

　

介
護
は
、
子
育
て
の
場
合
と
異
な

り
、
直
面
す
る
時
期
を
予
測
す
る
こ

と
は
難
し
い
の
で
、
従
業
員
が
介
護

に
直
面
し
て
か
ら
仕
事
と
介
護
の
両

立
に
必
要
な
基
本
的
な
情
報
を
提
供

す
る
の
で
は
な
く
、
従
業
員
が
介
護

に
直
面
す
る
前
に
、
直
面
し
て
も
離

職
し
な
く
て
済
む
よ
う
な
、
情
報
提

供
な
ど
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

な
お
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
介

護
休
業
は
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
の

準
備
（
社
内
の
両
立
支
援
制
度
の
確

認
、
介
護
認
定
の
申
請
、
介
護
施
設

の
見
学
な
ど
）
を
す
る
た
め
の
期
間

と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
看
取
り
」
の
た
め
に
利
用
し
て
も

よ
い
で
し
ょ
う
。「
介
護
を
す
る
」
だ

け
で
は
な
く
、「
準
備
・
看
取
り
」

の
た
め
の
期
間
で
も
あ
る
の
で
、
休

業
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
よ
い

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
休
業
期
間
を
延

長
す
る
と
、
労
働
者
自
身
が
介
護
へ

専
念
し
て
し
ま
い
、
職
場
復
帰
が
難

し
く
な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

介
護
休
業
の
利
用
を
検
討
し
て
い

る
従
業
員
に
は
、
介
護
休
業
が
「
何

を
目
的
と
し
た
も
の
か
」
を
十
分
に

伝
え
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
を
可
能

と
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
専
念

し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

㈣　

介
護
に
直
面
し
た
労
働
者
へ
の

支
援

　

介
護
に
直
面
し
て
い
る
従
業
員
に

対
し
て
、
自
社
の
両
立
支
援
制
度
の

利
用
支
援
、
相
談
し
や
す
い
体
制
の

整
備
、
地
域
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

㈤　

働
き
方
改
革

　

介
護
の
た
め
に
時
間
制
約
の
あ
る

従
業
員
で
あ
っ
て
も
、
離
職
せ
ず
に

就
業
継
続
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、

仕
事
に
意
欲
的
に
取
り
組
め
る
よ
う

な
職
場
環
境
や
働
き
方
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

　

残
業
時
間
の
削
減
、
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
、
年

次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
、
仕
事
上

の
情
報
共
有
な
ど
、
従
業
員
同
士
の

理
解
や
支
援
体
制
の
構
築
、
働
き
方

の
柔
軟
性
を
重
視
し
た
働
き
方
改
革

な
ど
が
有
効
で
す
。

四　

両
立
の
ポ
イ
ン
ト（
労
働
者
）

　
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
の
ポ
イ
ン

ト
」（
厚
生
労
働
省
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
公
開
）
で
は
、
介
護
離
職
防

止
の
た
め
に
労
働
者
に
向
け
た
情
報

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
労
働

者
か
ら
相
談
を
受
け
た
と
き
は
、
こ

の
よ
う
な
資
料
を
参
照
し
て
い
た
だ

く
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
次
の
６
つ

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①　

職
場
に
「
家
族
等
の
介
護
を

行
っ
て
い
る
こ
と
」
を
伝
え
、
必

要
に
応
じ
て
勤
務
先
の
「
仕
事
と

介
護
の
両
立
支
援
制
度
」
を
利
用

す
る

②　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
、
自
分
で
「
介
護
を
し
す
ぎ
な

い
」

③　

介
護
保
険
の
申
請
は
早
め
に
行

い
、
要
介
護
認
定
前
か
ら
調
整
を

開
始
す
る

④　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
信
頼
し
、

「
何
で
も
相
談
す
る
」

⑤　

日
ご
ろ
か
ら
「
家
族
や
要
介
護

者
宅
の
近
所
の
方
々
等
と
良
好
な

関
係
」を
築
く

⑥　

介
護
を
深
刻
に
捉
え
す
ぎ
ず

に
、「
自
分
の
時
間
を
確
保
」す
る
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　1か月単位の変形労働時間制に関する協
定届等に関しては、従来、事業場単位でそ
れぞれの所在地を管轄する労働基準監督署
に届け出る必要がありました。
　令和6年2月23日から、一定の条件を
満たす次の届出の場合には、時間外労働・
休日労働に関する協定届（36協定届）や就
業規則届、1年単位の変形労働時間制の協
定届と同様に、各事業場の協定届等を一括
して本社を管轄する労働基準監督署に届け
出ることが可能となりました。
・　1か月単位の変形労働時間制の協定
・　1週間単位の変形労働時間制の協定
・　事業場外労働に関するみなし労働時間
制の協定

・　専門業務型裁量労働制の協定
・　企画業務型裁量労働制に関する決議
・　企画業務型裁量労働制に関する報告
　また、本社一括届出は、次の要件を満た

す必要があることにも注意を要します。
・　電子申請による届出であること
・　事業の種類、名称、所在地など一定項
目「以外」の記載内容が同一であること
　記載内容が同一であることを求められる
のは、次の項目です（1か月単位の変形労
働時間制の場合）。
・　業務の種類
・　変形期間（起算日）
・　変形期間中の各日及び各週の労働時間
並びに所定休日
・　協定の有効期間
・　労働時間が最も長い日の労働時間数
・　労働時間が最も長い週の労働時間数
・　使用者の職名及び氏名
　なお、事業場ごとに記載内容が異なる項
目は、厚生労働省HP又はe-Govの申請ペー
ジからExcelファイル「一括届出事業場一
覧作成ツール」をダウンロードし、内容を
記入して添付することとされています。

変形制協定等の本社一括届出

　個人宅に出向き、各家庭と直接労働契約
を結び、その指示のもとで家事一般に従事
する家事使用人は、労働契約法の適用は受
けますが、労働基準法が適用除外とされて
います。
　そのため、業務内容や就業時間などが不
明確であるため契約を巡るトラブルが発生
する、また就業中のケガに対する補償が十
分ではないなどの問題が一部にあることか
ら、令和6年2月に厚生労働省は「家事使
用人の雇用ガイドライン」を策定しました。
　ガイドラインの対象は、雇用主（家庭）・
家事使用人・家政婦（夫）紹介所の三者です。
※�　家庭と直接労働契約を結び、労働基準
法が適用除外とされている家事使用人が
対象者です。
　ガイドラインでは、家事使用人の労働契
約の条件の明確化・適正化、適正な就業環
境の確保（就業時間・場所の管理、適切な
業務内容と業務量等）等が示されています。

家事使用人の 
雇用ガイドライン策定

　

全
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
う
ち
３

０
０
か
所
（
令
和
６
年
２
月
時
点
）

に
お
い
て
、「
生
涯
現
役
支
援
窓
口
」

が
設
け
ら
れ
、
再
就
職
な
ど
を
目
指

す
概
ね
60
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し

た
各
種
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

次
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

①　

シ
ニ
ア
世
代
の
方
の
採
用
に
意

欲
的
な
企
業
の
求
人
情
報
を
提
供

②　

多
様
な
就
業
ニ
ー
ズ
な
ど
に
応

じ
た
情
報
を
提
供

③　

シ
ニ
ア
世
代
の
方
に
適
し
た
、

各
種
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
職
場
見
学
等

を
実
施

　

な
お
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
職
場
見
学

等
は
、
事
前
の
予
約
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

当
該
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
は
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク　

生
涯
現
役
支
援
窓
口
」
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
「
生
涯
現
役
支
援
窓
口
」


